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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の身辺に生じる事象もしくは生体自身に生じる事象の状態量を検出対象とする第２
のセンサと、
　前記事象の異常状態を誘発する原因事象の状態量を検出する第１のセンサと、
　前記第１のセンサが検出する事象の状態量が前記異常状態の発生とみなすための所定の
条件を満たしたことをトリガとして、前記第２のセンサによる当該センサが検出対象とす
る事象の状態量の検出を開始させる検出開始手段と
　を備えることを特徴とするセンシングシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載されたセンシングシステムにおいて、
　前記第１のセンサは、紫外線の量を検出対象とし、
　前記第２のセンサは、大気中のオゾンの暴露量を検出対象とし、
　前記検出開始手段は、前記第１のセンサが検出する紫外線の量が前記所定の条件を満た
す所定値を超えたことをトリガとして、前記第２のセンサによる大気中のオゾンの暴露量
の検出を開始させる
　ことを特徴とするセンシングシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載されたセンシングシステムにおいて、
　前記第１のセンサを複数備え、
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　前記検出開始手段は、前記複数の第１のセンサのうち少なくとも１つのセンサが検出す
る事象の状態量が所定の条件を満たしたことをトリガとして、前記第２のセンサによる当
該センサが検出対象とする事象の状態量の検出を開始させる
　ことを特徴とするセンシングシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載されたセンシングシステムにおいて、
　前記第１のセンサを複数備え、
　前記検出開始手段は、前記複数の第１のセンサの全てのセンサが検出する事象の状態量
が所定の条件を満たしたことをトリガとして、前記第２のセンサによる当該センサが検出
対象とする事象の状態量の検出を開始させる
　ことを特徴とするセンシングシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載されたセンシングシステムにおいて、
　前記第２のセンサが検出する事象の状態量が所要の条件を満たした場合に、その事象の
状態量に関する情報をネットワークを介して遠隔地に送信する送信手段
　を更に備えることを特徴とするセンシングシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載されたセンシングシステムにおいて、
　前記第１のセンサは、外気温度を検出対象とし、
　前記第２のセンサは、身体の血圧を検出対象とし、
　前記検出開始手段は、前記第１のセンサが検出する外気温度の一定時間内の温度差が前
記所定の条件を満たす所定値以上となったことをトリガとして、前記第２のセンサによる
血圧の検出を開始させる
　ことを特徴とするセンシングシステム。
【請求項７】
　請求項５に記載されたセンシングシステムにおいて、
　前記第２のセンサを複数備え、
　前記検出開始手段は、前記第１のセンサが検出する事象の状態量が所定の条件を満たし
たことをトリガとして、全ての前記第２のセンサによる当該センサが検出対象とする事象
の状態量の検出を開始させ、
　前記送信手段は、前記複数の第２のセンサのうち少なくとも１つのセンサが検出する事
象の状態量が所要の条件を満たした場合に、その事象の状態量に関する情報をネットワー
クを介して遠隔地に送信する
　ことを特徴とするセンシングシステム。
【請求項８】
　生体の身辺に生じる事象もしくは生体自身に生じる事象の状態量を第２のセンサにより
検出し、前記事象の異常状態を誘発する原因事象の状態量を第１のセンサにより検出する
センシング方法において、
　前記第１のセンサが検出する事象の状態量が前記異常状態の発生とみなすための所定の
条件を満たしたことをトリガとして、前記第２のセンサによる当該センサが検出対象とす
る事象の状態量の検出を開始させる検出開始ステップ
　を備えることを特徴とするセンシング方法。
【請求項９】
　請求項８に記載されたセンシング方法において、
　前記第１のセンサは、紫外線の量を検出対象とし、
　前記第２のセンサは、大気中のオゾンの暴露量を検出対象とし、
　前記検出開始ステップは、前記第１のセンサが検出する紫外線の量が前記所定の条件を
満たす所定値を超えたことをトリガとして、前記第２のセンサによる大気中のオゾンの暴
露量の検出を開始させる
　ことを特徴とするセンシング方法。
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【請求項１０】
　請求項８に記載されたセンシング方法において、
　前記第１のセンサは複数とされ、
　前記検出開始ステップは、前記複数の第１のセンサのうち少なくとも１つのセンサが検
出する事象の状態量が所定の条件を満たしたことをトリガとして、前記第２のセンサによ
る当該センサが検出対象とする事象の状態量の検出を開始させる
　ことを特徴とするセンシング方法。
【請求項１１】
　請求項８に記載されたセンシング方法において、
　前記第１のセンサは複数とされ、
　前記検出開始ステップは、前記複数の第１のセンサの全てのセンサが検出する事象の状
態量が所定の条件を満たしたことをトリガとして、前記第２のセンサによる当該センサが
検出対象とする事象の状態量の検出を開始させる
　ことを特徴とするセンシング方法。
【請求項１２】
　請求項８に記載されたセンシング方法において、
　前記第２のセンサが検出する事象の状態量が所要の条件を満たした場合に、その事象の
状態量に関する情報をネットワークを介して遠隔地に送信する送信ステップ
　を更に備えることを特徴とするセンシング方法。
【請求項１３】
　請求項８に記載されたセンシング方法において、
　前記第１のセンサは、外気温度を検出対象とし、
　前記第２のセンサは、身体の血圧を検出対象とし、
　前記検出開始ステップは、前記第１のセンサが検出する外気温度の一定時間内の温度差
が前記所定の条件を満たす所定値以上となったことをトリガとして、前記第２のセンサに
よる血圧の検出を開始させる
　ことを特徴とするセンシング方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載されたセンシング方法において、
　前記第２のセンサは複数とされ、
　前記検出開始ステップは、前記第１のセンサが検出する事象の状態量が所定の条件を満
たしたことをトリガとして、全ての前記第２のセンサによる当該センサが検出対象とする
事象の状態量の検出を開始させ、
　前記送信ステップは、前記複数の第２のセンサのうち少なくとも１つのセンサが検出す
る事象の状態量が所要の条件を満たした場合に、その事象の状態量に関する情報をネット
ワークを介して遠隔地に送信する
　ことを特徴とするセンシング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、生体に装着もしくは常時携行可能なセンサによって、モバイル環境下など
で生体が遭遇する身辺の自然環境の変化、特に健康上の被害をもたらす可能性のある危険
事象の発生や生体の異常を検出するセンシングシステムおよび方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、急速に進む少子高齢化を背景として、高齢者の身体能力の衰えや健康リスクの増
大に伴う高齢者医療とこれを支える社会システムの在り方が大きな社会問題になっている
。例えば、脳血管疾患と虚血性心疾患を含む循環器疾患は、日本の主要な死亡原因となっ
ているばかりでなく、６５歳以上の高齢者による循環器疾患の患者数が全入院患者数の約
１８％を占め（平成８年度患者調査）、その急性期治療や後遺症治療によって個人的・社
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会的負担が増大していることから、循環器疾患の死亡率・罹患率の改善が急務となってい
る。
【０００３】
〔従来例１：ウェアラブルセンサ〕
　こうした状況を背景として、高齢者医療・福祉における予防的観点から、重篤症状に至
る疾患の早期発見と事故防止の日常的なセルフケアを支援する情報機器、システムへのニ
ーズが高まっている。特に、循環器疾患においては、日常生活における急激な環境変化な
ど様々な危険因子を回避する必要があり、その１次予防として生活者自らが日常的に自ら
の健康状態を注視し、セルフケアするために、体温、血圧、脈拍、心電、動脈血酸素飽和
度などの生体情報や身体動作加速度などの情報を検出するセンサとして、身体に装着ある
いは携行して使用可能な小型のウェアラブルセンサが開発されている。
【０００４】
　具体的な、従来のウェアラブルセンサとして、例えば非特許文献１に記載されたものが
ある。これは、ウェアラブル健康管理システムとして、脈波、体温、発汗、外気温などを
検出する複数のセンサを一体の装置として手首に装着し、生活習慣病に係わる生体の異常
を検出して装着者に通知すると共に、身体動作を検出するための加速度センサを組み合わ
せて一定期間身体動作情報を計測、解析することによって本人の行動認識を行い、その行
動パターンから日常生活行動における異常検出や投薬管理、ダイエット管理などを含めた
広範囲の生活支援を行う機能を有するものである。
【０００５】
　従来のウェアラブルセンサの機能ブロック図を図１０に示す。同図において、１はセン
サ部、２は情報処理部、３は情報記憶部、４はＬＣＤやスピーカなどの通知手段、５は電
力供給部である。センサ部１は、脈波、体温、血圧などの各種生体情報や外気温湿度など
の身辺の環境情報、さらに身体動作を検出する複数の小型センサチップから構成されてい
る。電力供給部５は、センサ部１，情報処理部２，情報記憶部３，通知手段４に電力を供
給する。
【０００６】
　このウェアラブルセンサ１００では、装着者が意図的に起動を開始すると（例えば、電
源スイッチをオンとすると）、センサ部１での検出動作や情報処理部２での処理動作が開
始される。この場合、センサ部１では、センサ部１を構成する各々のセンサ（小型センサ
チップ）によって、検出対象の各種事象の状態量（被検出情報）が個別、独立に検出され
る。すなわち、脈波、体温、血圧などの各種生体情報や身体動作が装着者自身に生じる事
象の状態量として検出され、外気温湿度などの環境情報が装着者の身辺に生じる事象の状
態量として検出される。このセンサ部１での各種事象の状態量の検出は、常時行われるか
、あるいは予め設定された一定の時間間隔で行われる。
【０００７】
　情報処理部２では、センサ部１からの各種事象の状態量を入力とし、これら事象の状態
量の分析、統合などの処理を行うと共に、情報記憶部３に格納されている既往データを参
照することによって、異常事態が発生したか否かの判定を行う。情報処理部２における処
理結果は、通知手段４によって装着者に通知されると共に、必要に応じて情報記憶部３に
記憶され、その後の計測データの参照情報として利用される。
【０００８】
　なお、図１１に符号１００’で示すように、ブルートゥース（Bluetooth（登録商標）
）などの近距離無線インタフェース６を設け、情報処理部２で処理されるセンサ情報の計
算負荷量が大きい場合には、ＰＤＡ（Personal Digital Assistan ）などの携帯型の情報
処理装置にセンサ情報を転送して処理を分担する構成をとることもある。
【０００９】
〔従来例２：ヘルスケアネットワークシステム〕
　一方、ウェアラブルセンサによって検出される脈拍、心電、血中酸素飽和濃度、体温な
どの生体情報や身体動作情報を携帯電話網などの広域ネットワークを介して遠隔地の医療
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機関や健康管理センタ、救命センタなどに設置されている管理サーバへ転送し、専門的な
分析、判断に使用するヘルスケアネットワークシステムも開発されつつある。
【００１０】
　具体的な、従来のヘルスケアネットワークシステムとして、例えば非特許文献２に記載
されたものがある。これは、生活習慣の改善を目的とした日常生活における健康管理や高
齢者の遠隔介護支援に加えて、自宅における継続的な病後ケアが必要な人、あるいは在宅
介護を要する重篤患者などに対してウェアラブルセンサを装着し、各種生体情報や身体動
作情報を広域ネットワークを介して常時モニタリングすることによって、医療機関や健康
管理センタ，救命センタなどに在駐する医療専門家によるアドバイスや診断が受けられる
と共に、健康上の急激な異変を早期に発見する救急医療を可能にするものである。
【００１１】
　従来のヘルスケアネットワークシステム（センサ情報転送システム）の機能ブロック図
を図１２に示す。同図において、１０１はウェアラブルセンサ、１０２は携帯電話機やＰ
ＤＡなどの携帯型広域通信手段、１０３は携帯電話網やインターネットなどの広域ネット
ワーク、１０４は医療機関や健康管理センタ、救命センタなどに設置された管理サーバで
ある。
【００１２】
　ウェアラブルセンサ１０１は、図１１に示したウェアラブルセンサ１００’と同構成と
され、近距離無線インタフェース６を備えている。携帯型広域通信手段１０２は、ウェア
ラブルセンサ１０１と通信するための近距離無線インタフェース７と、情報通信処理部８
と、管理サーバ１０４と通信するための広域通信インタフェース９と、情報記憶部１０と
、ＬＣＤやスピーカなどの通知手段１１と、電力供給部１２とを備えている。
【００１３】
　なお、ウェアラブルセンサ１０１における情報記憶部３および通知手段４は、携帯型広
域通信手段１０２が備えている情報記憶部１０および通知手段１１を補完するものであり
、情報処理結果の記憶ならびに装着者への通知が携帯型広域通信手段１０２のみで実現さ
れる場合は省略される。また、携帯型広域通信手段１０２において電力供給部１２は、近
距離無線インタフェース７、情報通信処理部８、広域通信インタフェース９、情報記憶部
１０および通知手段１１に電力を供給する。
【００１４】
　このヘルスケアネットワークシステムでは、ウェアラブルセンサ１０１を装着した装着
者が意図的に起動を開始すると（例えば、電源スイッチをオンとすると）、センサ部１で
の検出動作や情報処理部２での処理動作が開始される。あるいは、管理サーバ１０４から
広域ネットワーク１０３，携帯型広域通信手段１０２の経路でウェアラブルセンサ１０１
の情報処理部２へ検出情報転送要求（ポーリング）が与えられると、これをトリガとして
センサ部１での検出動作が開始される。
【００１５】
　この場合、センサ部１では、センサ部１を構成する各々のセンサ（小型センサチップ）
によって、検出対象の各種事象の状態量（被検出情報）が個別、独立に検出される。すな
わち、従来例１で説明したと同様に、脈波、体温、血圧などの各種生体情報や身体動作が
装着者自身に生じる事象の状態量として検出され、外気温湿度などの環境情報が装着者の
身辺に生じる事象の状態量として検出される。このセンサ部１での各種事象の状態量の検
出は、常時行われるか、あるいは予め設定された一定の時間間隔で行われる。
【００１６】
　情報処理部２は、センサ部１から送られてくる各種事象の状態量に対してノイズ除去な
どの１次処理を施し、この１次処理を施した各種事象の状態量を近距離無線インタフェー
ス６を介して携帯型広域通信手段１０２へ送信する。携帯型広域通信手段１０２は、ウェ
アラブルセンサ１０１からの各種事象の状態量を近距離無線インタフェース７を介して受
信する。近距離無線インタフェース７で受信されたウェアラブルセンサ１０１からの各種
事象の状態量は、情報通信処理部８へ送られ、さらに広域通信インタフェース９を介し、
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広域ネットワーク１０３を通して、遠隔地の管理サーバ１０４に転送される。
【００１７】
　管理サーバ１０４では、転送されてきた各種事象の状態量の分析、統合などの高度な処
理を行うと共に、データベースに格納されている既往データを参照することによって異常
事態が発生したか否かの判定を行う。また、管理サーバ１０４の設置場所に在駐する医療
専門家が直接各種事象の状態量を分析するか、あるいは管理サーバ１０４の分析結果を参
照することによって、より高度な診断を行う。
【００１８】
　診断結果は、広域ネットワーク１０３を通して、携帯型広域通信手段１０２へ転送され
、ウェアラブルセンサ１０１の装着者に通知される。また、診断結果によって緊急の措置
が必要と認められる場合には、医療専門家もしくは管理サーバ１０４から対処方法などが
ウェアラブルセンサ１０１の装着者に通知されると共に、救急車の手配など所要の救急措
置が行われる。
【００１９】
【非特許文献１】文部科学省科学技術振興調整費平成１４年中間報告課題第Ｉ期成果報告
書、２００２年、土井、『人間支援のための分散リアルタイムネットワーク基盤技術の研
究』、Ｐ７３～Ｐ８２。＜http://www.chousei-seika.com/search/info/inforesult.aspx
?sendno=3＞
【非特許文献２】三菱総合研究所所報４３号、２００４年８月１８日、佐藤、桑田、堀江
、『ウェアラブルセンサを用いた健康情報システムの可能性』、Ｐ７８～Ｐ９８。＜http
://www.mri.co.jp/DATA/D/E/F/journal0406.html＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　上述したように、各種事象の状態量を検出する従来のウェアラブルセンサは、装着者が
検出を必要と認めた時点で意図的に起動操作した後、電力供給が可能な時間に渡って各種
事象の状態量を常時もしくは一定時間間隔で検出する場合と、遠隔地の管理サーバからの
検出情報転送要求をトリガとして検出する場合とがある。
【００２１】
　前者は、主に、健常者とほゞ同程度の日常生活が可能なものの、生活スタイルの改善を
目的とした長期的かつ断続的な生体情報の監視を行い、かつ緊急救命措置が必要な事態が
想定されない場合に利用される。
　後者は、在宅医療や在宅介護において、緊急救命措置が必要な事態の発生が想定され、
時々刻々と変化する健康状態に応じて適切な措置を講じなければならないような重篤な事
態が想定される場合に利用される。
【００２２】
　一方、高血圧症や喘息などの既往症を有する人は、平常時には健常者と同様に戸外など
モバイル環境下でもほとんど支障なく行動することができるが、却ってそのために、一旦
症状を悪化させ得る身辺の環境変化に曝されると、これによって血管障害や発作の発症と
いった重篤な事態が誘発されるリスクが高まる。例えば、循環器疾患を発症する直接的か
つ最も大きな危険因子は高血圧と言われており、従って、高血圧症患者は、循環器疾患を
発症するハイリスク者となり、僅かな外部環境の変化でも容易に変動する血圧を注意深く
管理することが要求される。特に、冬季において暖房が施された屋内から外出する時や、
夏季において外出から冷房の施された屋内に入った時などには、急激で大きな気温低下に
曝されるため体熱の放散を防ごうとして血管が収縮し、このため急激な血圧上昇を起こし
易い。外気温度変化による血圧上昇の影響は、例えば参考文献（日本建築学会大会学術講
演梗概集Ｄ－２、１９９９年、佐藤、郡、『冬期住環境および住まい方と血圧変動に関す
る実測研究』、Ｐ２０９～Ｐ２１０）に報告されているように、両者には強い相関がある
。
【００２３】
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　このように、モバイル環境下で行動する個人が遭遇する身辺の自然環境の変化、特に健
康上の被害をもたらす可能性のある危険事象の発生もしくは生体の異常に対応する処置と
しては、発生してしまった後の危険事象または生体異変そのものを検出する事後措置より
も、むしろその未然のうちにこれらを誘発する虞れのある事象を検出し、リスクの段階で
予防措置をとることが重要である。結果的に危険事象の発生もしくは生体の異常に至らな
かったとしても、その予兆となる事象を検出した時点で危険事象の発生もしくは生体の異
常に至るリスクが高まったとみなし、これを検出することによってその予防的措置を本人
自ら講ずることが重要である。
【００２４】
　なぜならば、予防措置の段階では、本人が自助自立的に実行可能な簡易な対応措置で済
む場合が多いが、一旦危険事象が発生してしまった段階では、一刻を争うレベルの迅速で
高度な対応が要求され、従って、もはや自助自立的な措置では対応しきれず、第三者によ
る救命措置が必要な場合が多いからである。例えば、高血圧症を有するハイリスク患者が
脳卒中を発症しても、重症のクモ膜下出血を除けば、ただちに生命が危険となることはほ
とんどなく、特に脳梗塞の場合には、発症してから３時間以内に治療を開始すれば、症状
を早期に回復させ、後遺症を最小限にくいとめることができると言われている。すなわち
、外気温度の急激な変化に伴って血圧が上昇し、その結果脳卒中を発症したとしても、そ
の初期措置において自助努力を施す余地があり、かつその適切な対応によって生命喪失へ
のリスクを大きく低減できることになる。
【００２５】
　しかしながら、上述した従来のセンシングシステム（ウェアラブルセンサを用いて各種
事象の状態量を検出するシステム）では、以下のような問題点がある。なお、ここでいう
「装着者」とは、ウェアラブルセンサを装着した人のことを指す。
【００２６】
　第１に、装着者が健康上の被害をもたらす危険事象の発生や生体異常を認識するには、
当該事象の発生そのものによって生じる事象の状態量をウェアラブルセンサが検出した後
、この検出した事象の状態量を処理して異常と判定し、本人に通知するという過程を経る
。すなわち、装着者が異常と認識するのは既に異常な事象が生起した後であるから、その
結果、実際に危険事象や生体異常が発生した後の措置の遅延が回避できず、その分、回復
不可能な重大な事態に至るリスクが大きくなるという問題がある。
【００２７】
　第２に、装着者が自ら意図的にウェアラブルセンサを起動操作した後、常時監視するた
めにセンサを常時駆動するか、もしくは予め定められた一定時間間隔で駆動するか、もし
くは管理サーバからの検出情報転送要求をトリガとして駆動するという方法では、ウェア
ラブルセンサの検出タイミングと無関係に発生する発作的な危険事象や生体異常を検出す
る際に遅延が生じるという問題がある。さらに、これまでの履歴データを参照して、ウェ
アラブルセンサからの各種事象の状態量を異常と判定するには、さらにこの情報処理に要
する時間が必要であり、一層緊急措置に遅延が生じるという問題がある。
【００２８】
　第３に、危険事象や生体異常の発生には、その前段にこれを誘発する原因事象が発生す
る場合が多いが、従来のウェアラブルセンサは所要の事象の状態量を検出するのみで、そ
の原因事象を検出することができない。そのために、リスク段階で予防的措置をとること
ができないという問題がある。
【００２９】
　第４に、センサの駆動電力供給において制約の多いモバイル環境下では、ウェアラブル
センサを常時駆動させることは不要なエネルギー消費を伴い、充電の頻度を多くしなけれ
ばならないという問題がある。加えて、万一、ウェアラブルセンサ駆動用の電力が不足し
た場合、モバイル環境下では充電することも代替えバッテリを入手することも必ずしも容
易ではなく、このような事態に至った場合にはウェアラブルセンサを使用できないという
問題がある。
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【００３０】
　第５に、従来は、装着者が検出を必要と認めた時点で意図的にウェアラブルセンサを起
動操作した後、ウェアラブルセンサが危険事象や生体異常の発生を検出していたため、万
一、装着者が意識不明、あるいは意識があったとしても第三者への救命要請が不可能な事
態に至った場合に救命措置が手遅れになる危険性が大きいという問題がある。また、管理
センタなどに設置された管理サーバが常時監視する場合であっても、生体異常の発生後、
これを検出し、救命センタへ救命措置の要請が行われるまでの間に、装着者の症状は悪化
し、救命措置が手遅れになる危険性は解消されない。
【００３１】
　第６に、個別具体的な問題として、光化学スモッグの発生に対する被曝防護の問題があ
る。主に都市部において、自動車や工場、事業場などから排出される大気中の窒素酸化物
、炭化水素などが強い紫外線を受けると、光化学反応によって光化学オキシダント、いわ
ゆる光化学スモッグが生成される。光化学スモッグは、４月から１０月にかけて、強い日
差しで高温になり、紫外線照射量が多い日中に発生することが多い。
【００３２】
　この光化学スモッグの成分のほとんどはオゾンであるが、オゾンには強力な酸化作用が
あるため人体には有害で、環境基準である０．０６ｐｐｍの濃度で数時間被曝すると、呼
吸器や目に異常が現れる。現状では、自治体からの注意報、警報の予報を受けて屋内へ避
難するなどの措置をとるしかないため、自己防護に大幅な時間遅れが生じ、毎年、児童な
どに被害報告が出ている。さらに、自治体からの注意報などは短時間の高濃度予測値であ
り、注意報などが発令されない低い濃度レベルでの長時間継続被曝については、住民が光
化学スモッグの発生を知る術がないという問題がある。
【００３３】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは
、装着者が意識的にウェアラブルセンサを起動することなく、またこれを常時駆動するこ
となく、緊急の対応を要する事象の発生を異常発生確率の高さに応じて効率的に予測し、
電力消費の抑制、自律的なリスク回避、緊急避難のための初動的行動を支援することが可
能なセンシングシステムおよび方法を提供することにある。
　また、万一、本人が意識不明、あるいは意識があったとしても第三者への救命要請が不
可能な事態に至った場合に、本人になり代わって自律的に通信を確立し、遠隔地の医療機
関や健康管理センタ、救命センタなどの第三者に所要のセンサ情報を転送することによっ
て装着者の安否確認、救命措置などの所要の対応を可能とするセンシングシステムおよび
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　このような目的を達成するために本発明（請求項１）は、生体の身辺に生じる事象もし
くは生体自身に生じる事象の状態量を検出対象とする第２のセンサと、前記事象の異常状
態を誘発する原因事象の状態量を検出する第１のセンサと、第１のセンサが検出する事象
の状態量が前記異常状態の発生とみなすための所定の条件を満たしたことをトリガとして
、第２のセンサによる当該センサが検出対象とする事象の状態量の検出を開始させる検出
開始手段とを設けたものである。
　一般に、危険事象の発生は、これを誘発する原因事象が前もって発生し、この原因事象
がトリガとなって引き起こされる場合が多い。特に、身体の異常の発生は、身辺の急激な
環境変化、有害物質等の危険因子と遭遇することで誘発される場合が多い。この発明にお
いて、例えば、第２のセンサが検出する事象を第１のセンサが検出する原因事象によって
誘発される危険事象とすると、第１のセンサが検出する原因事象の状態量が所定の条件を
満たすまでは第２のセンサによる危険事象の状態量の検出は行われず、第１のセンサが検
出する原因事象の状態量が所定の条件を満たした時点で、始めて第２のセンサによる危険
事象の状態量の検出が開始される。すなわち、異常の発生確率が低い場合には第１のセン
サによる原因事象の状態量の検出しか行われず、異常の発生確率が高くなった時点で始め
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て第２のセンサによる危険事象の状態量の検出が開始される。
【００３５】
　第２のセンサによる危険事象の状態量の検出に際しては、その危険事象の状態量と既往
データなどとを比較することによって異常事態が発生したか否かの判定処理やその判定処
理結果の本人への通知を伴うために、電力消費が大きくなる。本発明において、この第２
のセンサによる危険事象の状態量の検出は、第１のセンサによって検出される原因事象の
状態量が所定の条件を満たさなければ行われないから、すなわち通常は第１のセンサによ
る原因事象の状態量の検出しか行われないから、第２のセンサによる危険事象の状態量の
検出を常時行う場合や予め設定された一定の時間間隔で行う場合と比較し、電力消費を大
きく抑制することができる。
【００３６】
　これにより、例えば第１のセンサによる原因事象の状態量の検出を常時あるいは定期的
に行うようにすれば、装着者が意識的に起動操作を行うことなく、異常の発生確率が高く
なった時点で自律的に第２のセンサによる危険事象の状態量の検出が開始され、低消費電
力で長期的に、自ら知覚が困難な予期しない危険事象の発生を確実に知ることが可能とな
る。また、第１のセンサにより検出される原因事象の状態量が所定の条件を満たした時点
で、すなわち第２のセンサで検出すべき危険事象の誘因となる原因事象の異常を予兆とし
て第１のセンサで検出した時点で、これをリスクとして本人に通知するようにすれば、突
発的事象の発生を予測し、予防的措置の初動対応をとることが可能となる。例えば、高血
圧症、喘息などの既往症を有するためにより重篤な疾患を発症するリスクを保有する非健
常者に対して、重篤疾患を誘発する虞れのある事象を検出した時点で、自助自立による緊
急避難のための初動対応が可能となる。また、予防的措置の初動対応をとることが可能で
あるので、突発的事態が発生した場合でも、自助自立的にその対応措置の遅延を最小とす
ることが可能となる。
【００３７】
　例えば、本発明では、第１のセンサの検出対象を紫外線の量とし、第２のセンサの検出
対象を大気中のオゾンの暴露量とする。この場合、検出開始手段は、第１のセンサが検出
する紫外線の量が所定値を超えたことをトリガとして、第２のセンサによる大気中のオゾ
ンの暴露量の検出を開始させる（請求項２）。これにより、紫外線の量が所定値を超え、
光化学スモッグが発生する確率が高くなった場合に、大気中のオゾンの暴露量の検出が開
始される。
【００３８】
　また、例えば、第１のセンサとして外気温度センサを設け、第２のセンサとして装着者
の血圧を検出する血圧センサを設け、外気温度センサが所定温度差を超える外気温度の変
動を検出した場合、血圧センサによる血圧の検出を開始させる（請求項６）。
　請求項１に係る発明において、第１のセンサの最小単位は１つであるが、第１のセンサ
を複数設けて第１のセンサ群としてもよい。第１のセンサを複数設ける場合、第２のセン
サによる当該センサの検出対象の事象の状態量の検出開始方法として次のような方法が考
えられる。
（１）複数の第１のセンサのうち少なくとも１つのセンサが検出する事象の状態量が所定
の条件を満たしたことをトリガとして、第２のセンサによる当該センサが検出対象とする
事象の状態量の検出を開始させる（請求項３）。
（２）複数の第１のセンサの全てのセンサが検出する事象の状態量が所定の条件を満たし
たことをトリガとして、第２のセンサによる当該センサが検出対象とする事象の状態量の
検出を開始させる（請求項４）。
【００３９】
　また、本発明では、第１のセンサが検出する事象の状態量が所定の条件を満たしたこと
をトリガとして、第２のセンサによる当該センサが検出対象とする事象の状態量の検出を
開始させるが、この後の処理として、第２のセンサが検出する事象の状態量が所要の条件
を満たした場合に、その事象の状態量に関する情報をネットワークを介して遠隔地に送信
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するようにしてもよい（請求項５）。
【００４１】
　請求項５に係る発明において、第２のセンサの最小単位は１つであるが、第２のセンサ
を複数設けて第２のセンサ群としてもよい。第２のセンサを複数設ける場合、当該センサ
の検出対象の事象の状態量の検出開始方法や遠隔地への情報の送信方法として次のような
方法が考えられる。
　第１のセンサが検出する事象の状態量が所定の条件を満たしたことをトリガとして、全
ての第２のセンサによる当該センサが検出対象とする事象の状態量の検出を開始させる。
そして、複数の第２のセンサのうち少なくとも１つのセンサが検出する事象の状態量が所
定の条件を満たした場合に、その事象の状態量に関する情報をネットワークを介して遠隔
地に送信する（請求項７）。
【００４３】
　なお、本発明は、ウェアラブルセンサを用いたセンシングシステムとしてではなく、ウ
ェアラブルセンサを用いたセンシング方法としても実現することが可能である（請求項８
～１４）。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明によれば、生体の身辺に生じる事象もしくは生体自身に生じる事象の状態量を検
出対象とする第２のセンサと、前記事象の異常状態を誘発する原因事象の状態量を検出す
る第１のセンサとを設け、第１のセンサが検出する事象の状態量が前記異常状態の発生と
みなすための所定の条件を満たしたことをトリガとして、第２のセンサによる当該センサ
が検出対象とする事象の状態量の検出を開始させることにより、第２のセンサが検出する
事象を第１のセンサが検出する原因事象によって誘発される危険事象とするなどして、緊
急対応を要する事象の発生を異常発生確率の高さに応じて効率的に行い、電力消費を大幅
に抑制することが可能となる。
【００４５】
　また、本発明において、例えば、第２のセンサが検出する事象を第１のセンサが検出す
る原因事象によって誘発される危険事象とし、第１のセンサによる原因事象の状態量の検
出を常時あるいは定期的に行うようにすれば、装着者が意識的に起動操作を行うことなく
、異常の発生確率が高くなった時点で自律的に第２のセンサによる危険事象の状態量の検
出が開始され、低消費電力で長期的に、自ら知覚が困難な予期しない危険事象の発生を確
実に知ることが可能となる。また、第１のセンサにより検出される原因事象の状態量が所
定の条件を満たした時点で、すなわち第２のセンサで検出すべき危険事象の誘因となる原
因事象の異常を予兆として第１のセンサで検出した時点で、これをリスクとして本人に通
知するようにすれば、突発的事象の発生を予測し、予防的措置の初動対応をとることが可
能となる。
【００４６】
　また、本発明によれば、第２のセンサが検出する事象の状態量が所要の条件を満たした
場合に、その事象の状態量に関する情報をネットワークを介して遠隔地に送信することに
より、異常の発生を自律的に遠隔地の医療機関や健康管理センタ、救命センタなどに知ら
せ、装着者の安否確認、救命措置などの所要の対応をとることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　以下、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。
〔実施の形態１：紫外線量トリガによるオゾン検出システム〕
　図１に本発明に係るセンシングシステムの一実施の形態（実施の形態１）の機能ブロッ
ク図を示す。この実施の形態では、第１のセンサ（１次センサ）を紫外線センサとし、第
２のセンサ（２次センサ）をオゾンセンサとしている。紫外線センサは、地表に達する紫
外線波長域（２８０～４００ｎｍ）の感度を持つ、素子サイズ１０ｍｍ角程度のものが販
売され、また、オゾンセンサは、５０ｍｍ角基板上に実装されたものが販売されている。
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【００４８】
　そこで、この実施の形態では、情報処理制御部１６、情報記憶部１８、ＬＣＤやスピー
カなどの通知手段１７、シリアルインタフェース１９および電力供給部２０を縦横７０ｍ
ｍ角、厚さ２０ｍｍ程度のボックス２１に収納して本体部１０５とし、紫外線量検出部（
紫外線センサ）１３とオゾン暴露量検出部（オゾンセンサ）１４を同一基板上に実装して
センサ部１０６とし、両者をシリアルインタフェース１５で接続した形態としている。
【００４９】
　この例では、本体部１０５を装着者の胸ポケット等に収納し、センサ部１０６は外気に
露出させた状態とする。なお、本体部１０５とセンサ部１０６とを合わせたものをペンダ
ント型にし、首から吊すなどして装着者に携帯させるようにしてもよい。また、紫外線量
検出部１３と並列して太陽電池の受光部を配置し、太陽電池からの電力を補助的に利用す
れば、省電力化が可能となる。
【００５０】
　図２に本体部１０５における情報処理制御部１６が行う情報処理フローを示す。情報処
理制御部１６は、電力供給部２０からの電力の供給を常時受けて、シリアルインタフェー
ス１５を介して紫外線量検出部１３を定期的に起動し（ステップ２０１）、予め定められ
た所定時間Ｔ内の紫外線量Ｘを検出する（ステップ２０２）。そして、この検出した紫外
線量Ｘと情報記憶部１８に格納されている規定値αとを比較し、紫外線量Ｘが規定値α以
上となれば（Ｘ≧α：ステップ２０３のＹＥＳ）、これをトリガとして、オゾン暴露量検
出部１４による大気中のオゾンの暴露量Ｙの検出を開始する（ステップ２０４）。
【００５１】
　なお、この実施の形態において、紫外線量Ｘに対する規定値αは、健康上の被害が生じ
る程度のオゾン発生に要する紫外線照射を過去の実測値から経験的に定め、この定めた値
を規定値αの初期設定値として情報記憶部１８に格納しておく。また、工場、事業所の立
地条件や地勢的な影響によって１次汚染物質（窒素酸化物等）の濃度依存性があるため、
装着者の利用環境に応じて紫外線量Ｘに対する規定値αは変更可能とする。
【００５２】
　情報処理制御部１６は、通知手段１７を駆動し、オゾン暴露量検出部１４によって検出
された大気中のオゾンの暴露量Ｙを表示する（ステップ２０５）。また、オゾン暴露量検
出部１４によって検出された大気中のオゾンの暴露量Ｙと情報記憶部１８に格納されてい
る規定値βとを比較し、オゾンの暴露量Ｙが規定値β以上であれば（Ｙ≧β：ステップ２
０６のＹＥＳ）、通知手段１７へ指令を送り、警報音を鳴らして装着者に通報する（ステ
ップ２０７）。
【００５３】
　なお、この実施の形態において、オゾンの暴露量Ｙに対する規定値βは、健康上の被害
が生じる程度のオゾンの暴露量の過去の実測値から経験的に定め、この定めた値を規定値
βの初期設定値として情報記憶部１８に格納しておく。また、オゾンの暴露量Ｙに対する
規定値βについても、紫外線量Ｘに対する規定値αと同様に変更可能とする。
【００５４】
　この実施の形態において、紫外線量検出部（紫外センサ）１３は原因事象の状態量とし
て紫外線量Ｘを検出し、オゾン暴露量検出部（オゾンセンサ）１４は原因事象によって誘
発される危険事象の状態量としてオゾンの暴露量Ｙを検出する。紫外線量検出部１３が検
出する紫外線量Ｘが規定値αに達するまではオゾン暴露量検出部１４によるオゾンの暴露
量Ｙの検出は行われず、紫外線量検出部１３が検出する紫外線量Ｘが規定値αに達した時
点で、始めてオゾン暴露量検出部１４によるオゾンの暴露量Ｙの検出が開始される。すな
わち、オゾンの発生確率が低い場合には紫外線量検出部１３による紫外線量Ｘの検出しか
行われず、オゾンの発生確率が高くなった時点で始めてオゾン暴露量検出部１４によるオ
ゾンの暴露量Ｙの検出が開始される。
【００５５】
　オゾン暴露量検出部１４によるオゾンの暴露量Ｙの検出に際しては、そのオゾンの暴露
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量Ｙと規定値βとの比較によって異常事態が発生したか否かの判定処理を伴うために、ま
たその判定処理結果の本人への通知（暴露量Ｙの表示、警報音の発信）を伴うために、電
力消費が大きくなる。本実施の形態において、オゾン暴露量検出部１４によるオゾンの暴
露量Ｙの検出は、紫外線量検出部１３によって検出される紫外線量Ｘが規定値αに達しな
ければ行われないから、すなわち通常は紫外線量検出部１３による紫外線量Ｘの検出しか
行われないから、オゾン暴露量検出部１４によるオゾンの暴露量Ｙの検出を常時行う場合
や予め設定された一定の時間間隔で行う場合と比較し、電力消費を大きく抑制することが
できる。
【００５６】
　これにより、本実施の形態では、装着者が意識的に起動操作を行うことなく、異常の発
生確率が高くなった時点で自律的にオゾン暴露量検出部１４によるオゾンの暴露量Ｙの検
出が開始され、低消費電力で長期的に、自ら知覚が困難な予期しないオゾンの発生を確実
に知ることが可能となる。また、本実施の形態では、紫外線量検出部１３により検出され
る紫外線量Ｘが規定値αに達した時点で、すなわちオゾン暴露量検出部１４で検出すべき
オゾンの発生の誘因となる紫外線量Ｘの異常を予兆として紫外線量検出部１３で検出した
時点でオゾンの暴露量Ｙが表示され、これがリスクとして本人に通知されるので、オゾン
の発生を予測し、予防的措置の初動対応をとることが可能となる。
【００５７】
　なお、この実施の形態では、１次センサ（第１のセンサ）が検出する原因事象の状態量
を紫外線量Ｘと、２次センサ（第２のセンサ）が検出する危険事象の状態量をオゾンの暴
露量Ｙとしたが、例えば１次センサが検出する原因事象の状態量を外気温度とし、２次セ
ンサが検出する危険事象の状態量を血圧などとしてもよい。このように検出対象を変える
ことによって、例えば高血圧症、喘息などの既往症を有するためにより重篤な疾患を発症
するリスクを保有する非健常者に対して、重篤疾患を誘発する虞れのある事象を検出した
時点で、自助自立による緊急避難のための初動対応が可能となる。また、予防的措置の初
動対応をとることが可能であるので、突発的事態が発生した場合でも、自助自立的にその
対応措置の遅延を最小とすることが可能となる。
【００５８】
〔実施の形態２：外気温度差による異常血圧検出システム〕
　実施の形態１では、１次センサ（第１のセンサ）を１つとしたが、１次センサを複数設
けるようにしてもよい。図３に１次センサを２つ設けたセンシングシステムの構成例（実
施の形態２）を示す。
【００５９】
　同図において、１０７は外気温度を検出する温度センサ、１０８は身体動作の加速度変
化によって歩数を検出する歩数センサであり、温度センサ１０７および歩数センサ１０８
は１次センサとして設けられている。１０９は血圧を検出する血圧センサであり、血圧セ
ンサ１０９は２次センサとして設けられている。
【００６０】
　温度センサ１０７は、外気温度を検出する外気温度検出部２２と、情報処理部２３と、
情報記憶部２４と、シリアルインタフェース２５とを備えている。歩数センサ１０８は、
歩行時の身体の上下運動に伴って生じる加速度を検出する加速度検出部２６と、情報処理
部２７と、情報記憶部２８と、近距離無線インタフェース２９と、電力供給部３０とを備
えている。血圧センサ１０９は、血圧を検出する血圧検出部３１と、情報処理制御部３２
と、情報記憶部３３と、ＬＣＤやスピーカなどの通知手段３４と、シリアルインタフェー
ス３５と、近距離無線インタフェース３６と、電力供給部３７とを備えている。
【００６１】
　血圧センサは手首に装着可能なものが販売されている。この実施の形態では、温度セン
サ１０７を半導体素子で構成し、血圧センサ１０９と温度センサ１０７とを一体的に実装
し、手首に装着する形態としている。この場合、温度センサ１０７と血圧センサ１０９と
はシリアルインタフェース２５，３５を介して情報の送受信を行い、血圧センサ１０９内
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の電力供給部３７は血圧センサ１０９だけではなく、温度センサ１０７への電力の供給も
行う。また、歩数センサ１０８は、市販の歩数計と同じ原理で歩数を計算するものであり
、腰など歩行時の身体の上下動加速度を検出することができる部位に装着する。歩数セン
サ１０８と血圧センサ１０９とは近距離無線インタフェース２９と３６を介して情報の送
受信を行う。
【００６２】
　図４に温度センサ１０７の情報処理部２３と歩数センサ１０８の情報処理部２７と血圧
センサ１０９の情報処理制御部３２とが連携して行う情報処理フローを示す。装着者が歩
行を開始すると（ステップ４０１のＹＥＳ）、その上下動動作により電源スイッチ（図示
せず）がオンとなり、歩数センサ１０８が起動し始める（ステップ４０２）。
【００６３】
　これにより、歩数センサ１０８の情報処理部２７は、加速度検出部２６による歩行時の
上下動加速度の検出を開始し、この上下動加速度の単位時間内の変動数（加速度変動数）
Ｘを計算する（ステップ４０３）。そして、この加速度変動数Ｘと情報記憶部２８に格納
されている規定値αとを比較し、加速度変動数Ｘが規定値α以上であれば（Ｘ≧α：ステ
ップ４０４のＹＥＳ）、歩行中であると判断し、その旨を近距離無線インタフェース２９
を介して血圧センサ１０９へ送る。
【００６４】
　なお、この実施の形態において、加速度変動数Ｘに対する規定値αは、歩行動作以外の
一時的な動作を除外できる値として経験的に定め、この定めた値を規定値αとして情報記
憶部２８に格納しておく。すなわち、歩数センサ１０８内の加速度検出部２６は、装着者
の上下動動作に伴う鉛直方向の加速度成分のみを検出する。通常の人が歩行する場合の歩
行速度の範囲内であれば、短時間内の加速度変動数Ｘがある値以上になる場合には歩行、
すなわち移動が行われているとみなすことができ、歩行動作以外の一時的な動作は除外で
きる。そこで、本実施の形態では、予め経験的に定めた規定値αに対して加速度変動数Ｘ
がＸ≧αの条件を満たしたとき、歩行中であると判断し、その旨の情報を近距離無線イン
タフェース２９を介して血圧センサ１０９へ送る。
【００６５】
　血圧センサ１０９の情報処理部３２は、歩数センサ１０８からの歩行中である旨の情報
を受けると、これをトリガとして、シリアルインタフェース３５を介して温度センサ１０
７へ指令を送り、温度センサ１０７を起動する（ステップ４０５）。温度センサ１０７の
情報処理部２３は、血圧センサ１０９からの起動指令を受けて、情報記憶部２４に格納さ
れている一定時間間隔Ｔ１を読み出し、この一定時間間隔Ｔ１で外気温度検出部２２によ
る外気温度の検出を開始する（ステップ４０６）。そして、相前後する２時刻間の温度差
ΔＹを算出し（ステップ４０７）、この算出した温度差ΔＹと情報記憶部２４に格納され
ている規定値βとを比較し、温度差ΔＹが規定値β以上であれば（ΔＹ≧β：ステップ４
０８のＹＥＳ）、血圧異常の危険リスクに遭遇したと判断し、その旨を近距離無線インタ
フェース２５を介して血圧センサ１０９へ送る。
【００６６】
　なお、この実施の形態において、外気温度検出に際する一定時間間隔Ｔ１は、装着者の
温度差の異なる場所間の移動を検出することができる値として経験的に定め、この定めた
値を一定時間間隔Ｔ１として情報記憶部２４に格納しておく。例えば、温度差の異なる場
所間の距離をＤ、通常の人の歩行速度をＶとした場合、Ｔ１＝Ｄ／Ｖとして求める。また
、温度差ΔＹに対する規定値βは、前述した参考文献（日本建築学会大会学術講演梗概集
Ｄ－２、１９９９年、佐藤、郡、『冬期住環境および住まい方と血圧変動に関する実測研
究』、Ｐ２０９～Ｐ２１０）の他、既往症の有無や個人差などに応じて医学的見地から定
めることが可能である。
【００６７】
　血圧センサ１０９の情報処理制御部３２は、温度センサ１０７からの血圧異常の危険リ
スクに遭遇した旨の情報を受けると、これをトリガとして、情報記憶部３３に格納されて
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いる一定時間Ｔ２を読み出すと共に、血圧検出部３１による血圧Ｚの検出を開始する（ス
テップ４０９）。そして、検出された血圧Ｚの瞬時値と情報記憶部３３に格納されている
規定値γとを比較し、血圧Ｚの瞬時値が一定時間Ｔ２内に規定値γ以上となれば（Ｚ≧γ
：ステップ４１０のＹＥＳ）、通知手段３４へ指令を送り、血圧異常による体調変化に対
する注意を警報音を鳴らして喚起すると共に、その時の血圧Ｚを表示する（ステップ４１
１）。
【００６８】
　なお、この実施の形態において、血圧Ｚの瞬時値に対する規定値γは、高血圧症患者の
ように比較的血圧管理を厳格に実行する必要がある人に対しては管理指標が定められてい
るので、この管理指標を規定値γとして情報記憶部３３に格納しておく。また、一定時間
Ｔ２についても、血圧の異常上昇を検出できる値として経験的に定め、この定めた値を一
定時間Ｔ２として情報記憶部３３に格納しておく。
【００６９】
　また、この実施の形態において、温度差ΔＹが規定値β以上でなければ（ステップ４０
８のＮＯ）、歩行中であるか否かを確認し（ステップ４１２）、歩行中であればステップ
４０６へ戻って上述した処理を繰り返し、歩行中でなければ一連の処理を終了する。また
、血圧Ｚの瞬時値が一定時間Ｔ２内に規定値γ以上とならなければ（ステップ４１０のＮ
Ｏ）、歩行中であるか否かを確認し（ステップ４１２）、歩行中であればステップ４０６
へ戻って上述した処理を繰り返し、歩行中でなければ一連の処理を終了する。
【００７０】
　なお、この実施の形態では、歩数センサ１０８，温度センサ１０７、血圧センサ１０９
をシーケンシャルに起動するようにしているが、これは本願の請求項４に記載した「複数
の第１のセンサの全てのセンサが検出する事象の状態量が所定の条件を満たしたことをト
リガとして、第２のセンサによる当該センサが検出対象とする事象の状態量の検出を開始
させる」ことに相当する。
【００７１】
　また、この実施の形態では、歩数センサ１０８における加速度変動数Ｘが規定値α以上
となり、かつ温度センサ１０７における外気温度の温度差ΔＹが規定値β以上となった場
合に、血圧センサ１０９での血圧の検出を開始させるようにしたが、歩数センサ１０８に
おける加速度変動数Ｘが規定値α以上となった場合に直ちに血圧センサ１０９での血圧の
検出を開始させるようにしてもよく、温度センサ１０７における外気温度の温度差ΔＹが
規定値β以上となった場合に直ちに血圧センサ１０９での血圧の検出を開始させるように
してもよい。これは本願の請求項３に記載した「複数の第１のセンサのうち少なくとも１
つのセンサが検出する事象の状態量が所定の条件を満たしたことをトリガとして、第２の
センサによる当該センサが検出対象とする事象の状態量の検出を開始させる」ことに相当
する。
【００７２】
　上述した実施の形態１や２を代表するセンシングシステムの基本構成の概略を図５に示
す。同図において、１１１は第１のセンサ群（１次センサ群）、１１２は第２のセンサ（
２次センサ）、１１３は情報処理制御部、１１４は情報記憶部、１１５は通知手段である
。１次センサ群１１１は、ｎ個の１次センサＳ１（Ｓ１1 ～Ｓ１ｎ）により構成され、２
次センサ１１２は装着者の身辺に生じる事象もしくは装着者自身に生じる事象の状態量を
検出対象とし、１次センサＳ１は前記事象の異常状態を誘発する原因事象の状態量を検出
対象とする。実施の形態１の構成（図１）は、１次センサ群１１１において、１次センサ
Ｓ１を１つとした場合である。実施の形態２の構成（図３）は、１次センサ群１１１にお
いて、１次センサＳ１を２つとした場合である。
【００７３】
　なお、実施の形態２では、１次センサＳ１に情報処理部や情報記憶部などを設けた構成
としている。また、２次センサ１１２を、情報処理制御部１１３や情報記憶部１１４、通
信手段１１５などを含む構成としている。
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【００７４】
〔実施の形態３：身体動作停止時の脈拍情報転送システム〕
　図６に本発明に係るセンシングシステムの他の実施の形態（実施の形態３）の機能ブロ
ック図を示す。この実施の形態では、加速度変化によって身体動作の有無を検出するモー
ションセンサ１１６を第１のセンサとし、身体の脈拍を検出する脈拍センサ１１７を第２
のセンサとしている。また、携帯電話機やＰＤＡなどの携帯型広域通信手段１１８を設け
、モーションセンサ１１６および脈拍センサ１１７と携帯型広域通信手段１１８との間で
近距離無線通信を行う一方、携帯型広域通信手段１１８と遠隔地の医療機関や健康管理セ
ンタ、救命センタなどに設置された管理サーバ１０４との間で広域ネットワーク１０３を
介して情報の送受信を行う。
【００７５】
　モーションセンサ１１６は、身体の動きによって生じる互いに直交する３軸方向の加速
度成分を検出する加速度検出部３８と、情報処理部３９と、情報記憶部４０と、携帯型広
域通信手段１１８と通信するための近距離無線インタフェース４１と、電力供給部４２と
を備えている。
　脈拍センサ１１７は、血流量の変化を光学的に検出する光電脈波検出部（光電脈波セン
サ）４３と、情報処理部４４と、情報記憶部４５と、携帯型広域通信手段１１８と通信す
るための近距離無線インタフェース４６と、電力供給部４７とを備えている。
　携帯型広域通信手段１１８は、モーションセンサ１１６や脈拍センサ１１７と通信する
ための近距離無線インタフェース４８と、情報処理制御部４９と、管理サーバ１０４と通
信するためのＷ－ＣＤＭＡ方式の広域通信インタフェース５０と、情報記憶部５１と、Ｌ
ＣＤやスピーカなどの通知手段５２と、電力供給部５３とを備えている。
【００７６】
　なお、脈波センサとして、手首動脈部の血流量を検出して脈拍数を計算する手首装着型
のものが販売されており、３軸加速度センサとして、縦横１０ｍｍ角で厚さ１ｍｍ程度の
チップが販売されている。本実施の形態では、脈拍センサ１１７を手首装着型とし、モー
ションセンサ１１６を３軸加速度センサとし、両者を一体的に実装し、手首に装着する形
態としている。したがって、脈拍センサ１１７は装着者の手首動脈部の脈拍を検出し、モ
ーションセンサ１１６は身体動作として装着者の手首動作の加速度を検出する。なお、こ
の場合、モーションセンサ１１６における近距離無線インタフェース４１および電力供給
部４２と、脈拍センサ１１７における近距離無線インタフェース４６および電力供給部４
７とは共通化することにより、何れか一方を省略することが可能である。
【００７７】
　図７にモーションセンサ１１６の情報処理部３９と脈拍センサ１１７の情報処理部４４
と携帯型広域通信手段１１８の情報処理制御部４９とが連携して行う情報処理フローを示
す。モーションセンサ１１６は定期的に起動を開始する（ステップ７０１）。これにより
、モーションセンサ１１６の情報処理部３９は、情報記憶部４０に格納されている一定時
間Ｔを読み出すと共に、加速度検出部３８による装着者の手首動作の加速度の検出を開始
し、この手首動作の一定時間Ｔ内の変動数（加速度変動数）Ｘを計算する（ステップ７０
２）。そして、この加速度変動数Ｘと情報記憶部４０に格納されている規定値αとを比較
し、加速度変動数Ｘが規定値α以下であれば（Ｘ≦α：ステップ７０３のＹＥＳ）、装着
者が意識不明状態に陥ったと判断し、その旨を近距離無線インタフェース４１を介して携
帯型広域通信手段１１８へ送る。
【００７８】
　なお、この実施の形態において、一定時間Ｔは、装着者の意識の有無を判別するために
設定するものであり、通常の活動時に検出される加速度変動を除外できる程度の長い値と
して経験的に定め、この定めた値を一定時間Ｔとして情報記憶部４０に格納しておく。ま
た、規定値αは、日常生活における手首の動作に伴う加速度変動よりも十分に小さい値と
して経験的に定め、この定めた値を規定値αとして情報記憶部４０に格納しておく。
【００７９】
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　携帯型広域通信手段１１８の情報処理制御部４９は、モーションセンサ１１６からの意
識不明状態に陥った旨の情報を受けると、これをトリガとして、近距離無線インタフェー
ス４８を介して脈拍センサ１１７へ指令を送り、脈拍センサ１１７を起動する（ステップ
７０４）。また、これに続いて、情報処理制御部４９は、広域通信インタフェース５０を
起動し（ステップ７０５）、携帯型広域通信手段１１８と管理サーバ１０４との間の通信
を確立する（ステップ７０６）。
【００８０】
　脈拍センサ１１７の情報処理部４４は、携帯型広域通信手段１１８からの起動指令を受
けて、光電脈波検出部４３による装着者の血流量の変化の検出を開始させ、この光電脈波
検出部４３が検出する血流量の変化から単位時間あたりの脈拍数、例えば１分間の脈拍数
Ｙを検出する（ステップ７０７）。この脈拍数Ｙの検出は規定回数δ回行う。そして、こ
の検出した脈拍数Ｙと情報記憶部４５に格納されている規定値βとを比較し、脈拍数Ｙが
規定値β以下であれば（Ｘ≦β：ステップ７０８のＹＥＳ）、救命措置が必要な事態が発
生したと判断し、その時の脈拍数Ｙを近距離無線インタフェース４６を介して携帯型広域
通信手段１１８へ送る（ステップ７０９）。
【００８１】
　携帯型広域通信手段１１８の情報処理制御部４９は、脈拍センサ１１７からの脈拍数Ｙ
を広域通信インタフェース５０を介し、広域ネットワーク１０３を通して、遠隔地の管理
サーバ１０４へ転送する（ステップ７１０）。この脈拍数Ｙの転送は、既にステップ７０
６で携帯型広域通信手段１１８と管理サーバ１０４との間の通信が確立されているので、
素早く行われる。
【００８２】
　管理サーバ１０４では、転送されてきた脈拍数Ｙを分析し、その分析結果に対応した措
置を実行する。例えば、その分析結果によって緊急の措置が必要と認められる場合には、
管理サーバ１０４の設置場所に在駐する医療専門家への緊急連絡、救急車の手配など所要
の救急措置を行う。
【００８３】
　このようにして、本実施の形態では、万一、意識喪失など意図的な通信起動操作が不可
能な事態に至っても、センシングシステムが自律的に通信を確立し、医療機関や健康管理
センタ、救命センタなどの第三者へ緊急事態の通知を行い、速やかに適切な処置を施すこ
とが可能となる。
【００８４】
　なお、この実施の形態において、脈拍センサ１１７で使用する規定値βは、装着者の脈
拍数の異常を判別するために設定するものであり、通常の活動時に検出される脈拍数を除
外できる値として定め、この定めた値を規定値βとして情報記憶部４５に格納しておく。
また、本実施の形態では、規定値αやβの値を適当に設定することにより、装着者が在宅
療養中または、要介護者である場合でも適用可能である。
【００８５】
〔実施の形態４：身体動作停止時の脈拍／血圧情報転送システム〕
　実施の形態３では、第１のセンサとしてモーションセンサ１１６を設け、第２のセンサ
として脈拍センサ１１７を設け、モーションセンサ１１６によって手首動作の一定時間Ｔ
内の加速度変動数Ｘが規定値α以下となった場合に、脈拍センサ１１７による脈拍の検出
を開始するようにしたが、第２のセンサとして脈拍センサ１１７の他に例えば図８に示す
ように血圧センサ１１９を設け、脈拍センサ１１７による脈拍の検出と血圧センサ１１９
による血圧の検出を一斉に開始するようにしてもよい。
【００８６】
　なお、このシステムにおいて、血圧センサ１１９は、一定時間Ｔ２内に検出される血圧
Ｚの瞬時値が規定値γ１以上あるいはγ２（γ１＞γ２）以下となった場合に、救命措置
が必要な事態が発生したと判断し、その時の血圧Ｚを携帯型広域通信手段１１８へ転送す
る。また、携帯型広域通信手段１１８の情報処理制御部４９は、脈拍センサ１１７から脈
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拍数Ｙが送られてくると、その脈拍数Ｙを管理サーバ１０４へ転送する。同様に、血圧セ
ンサ１１９から血圧Ｚが送られてくると、その血圧Ｚを管理サーバ１０４へ転送する。す
なわち、携帯型広域通信手段１１８は、脈拍センサ１１７および血圧センサ１１９のうち
少なくとも一方が救命措置が必要な事態が発生したと判断した場合、その時の脈拍数Ｘや
血圧Ｚを広域ネットワーク１０３を介して管理サーバ１０４に送信する。
【００８７】
　上述した実施の形態３や４を代表するセンシングシステムの基本構成の概略を図９に示
す。同図において、１２０は第１のセンサ、１２１は第２のセンサ群、１２２は情報処理
制御部、１２３は情報記憶部、１２４は広域通信手段である。第２のセンサ群１２１は、
ｎ個の第２のセンサＳ２（Ｓ２1 ～Ｓｎ）により構成され、第２のセンサＳ２は装着者の
身辺に生じる事象もしくは装着者自身に生じる事象の状態量を検出対象とし、第１のセン
サ１２０は前記事象の異常状態を誘発する原因事象の状態量を検出対象とする。実施の形
態３の構成（図６）は、第２のセンサ群１２１において、第２のセンサＳ２を１つとした
場合である。実施の形態４の構成（図８）は、第２のセンサ群１２１において、第２のセ
ンサＳ２を２つとした場合である。
【００８８】
　なお、実施の形態３，４では、第１のセンサ１２０や第２のセンサＳ２に情報処理部や
情報記憶部などを設けた構成としているが、第１のセンサ１２０や第２のセンサＳ２には
情報処理部や情報記憶部などを設けず、その機能を情報処理制御部１２２や情報記憶部１
２に持たせてもよい。
【００８９】
　また、上述した実施の形態３や４では、第１のセンサを手首動作の加速度を検出するモ
ーションセンサとしたが、第１のセンサはモーションセンサに限られるものではないこと
は言うまでもない。例えば、第２のセンサ群の中の特定のセンサを第１のセンサとして用
いてもよい。
　また、上述した実施の形態１～４では、人体への適用例として説明したが、犬や猫など
動物に対しても同様にして適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明に係るセンシングシステムの一実施の形態（実施の形態１）の機能ブロッ
ク図である。
【図２】このセンシングシステムの本体部における情報処理部が行う情報処理動作を示す
フローチャートである。
【図３】本発明に係るセンシングシステムの他の実施の形態（実施の形態２）の機能ブロ
ック図である。
【図４】このセンシングシステムにおける温度センサの情報処理部と歩数センサの情報処
理部と血圧センサの情報処理制御部とが連携して行う情報処理動作を示すフローチャート
である。
【図５】実施の形態１や２を代表するセンシングシステムの基本構成の概略図である。
【図６】本発明に係るセンシングシステムの他の実施の形態（実施の形態３）の機能ブロ
ック図である。
【図７】このセンシングシステムにおけるモーションセンサの情報処理部と脈拍センサの
情報処理部と携帯型広域通信手段の情報処理制御部とが連携して行う情報処理動作を示す
フローチャートである。
【図８】本発明に係るセンシングシステムの他の実施の形態（実施の形態４）の機能ブロ
ック図である。
【図９】実施の形態３や４を代表するセンシングシステムの基本構成の概略を示す図であ
る。
【図１０】従来のウェアラブルセンサの機能ブロック図（近距離無線インタフェース無し
）である。
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【図１１】従来のウェアラブルセンサの機能ブロック図（近距離無線インタフェース有り
）である。
【図１２】従来のヘルスケアネットワークシステム（センサ情報転送システム）の機能ブ
ロック図である。
【符号の説明】
【００９１】
　１３…紫外線量検出部（紫外線センサ）、１４…オゾン暴露量検出部（オゾンセンサ）
、１５，１９…シリアルインタフェース、１６…情報処理制御部、１７…通知手段、１８
…情報記憶部、２０…電力供給部、１０５…本体部、１０６…センサ部、２２…外気温度
検出部、２３…情報処理部、２４…情報記憶部、２５…シリアルインタフェース、２６…
加速度検出部、１０７…温度センサ、２７…情報処理部、２８…情報記憶部、２９…近距
離無線インタフェース、３０…電力供給部、１０８…歩数センサ、３１…血圧検出部、３
２…情報処理制御部、３３…情報記憶部、３４…通知手段、３５…シリアルインタフェー
ス、３６…近距離無線インタフェース、３７…電力供給部、１０９…血圧センサ、１１３
…情報処理制御部、１１４…情報記憶部、１１５…通知手段、Ｓ１（Ｓ１1 ～Ｓ１ｎ）…
１次センサ、３８…加速度検出部、３９…情報処理部、４０…情報記憶部、４１…近距離
無線インタフェース、４２…電力供給部、１１６…モーションセンサ、４３…光電脈波検
出部、４４…情報処理部、４５…情報記憶部、４５…近距離無線インタフェース、４７…
電力供給部、１１７…脈拍センサ、４８…近距離無線インタフェース、４９情報処理部、
５０…広域通信インタフェース、５１…情報記憶部、５２…通知手段、５３…電力供給部
、１１８…携帯型広域無線通信手段、１０３…広域通信ネットワーク、１０４…管理サー
バ、１２０…第１のセンサ、１２１…第２のセンサ群、１２２…情報処理制御部、１２３
…情報記憶部、１２４…広域通信手段、Ｓ２（Ｓ２1 ～Ｓｎ）…第２のセンサ。
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